
福祉・セダン有償運送運転者講習
　2006年10月に改正道路運送法が施行され、今まで例外的に許可されてきた　　　「福祉有償運送」が道路運送法第78条第2項「自家用有償旅客運送」として明記されました。

　これに伴って、福祉有償運送の運転者は国土交通省が認定した「福祉有償運送運転者講習」及び、福祉車両以外の車で有償運送する場合は更に、「セダン等運転者講習」の受講が義務づけられました。
	講習内容
	福祉有償運送の運転者、及び福祉車両以外の車で有償運送を行う　運転者を対象とした講習で国土交通省の講習カリキュラム内容に準拠しています。

	講習時間
	9時間（講義約7時間、技能約2時間）

	受講料
	15,000円（教本代1,500円別途）

	お申し込み
	お申込書に必要事項を記入の上、FAXにてお申し込み下さい。

お申込書はトップページからダウンロードできます。



	申込締切
	開催日の10日前までにお申し込み下さい。

（定員30名になり次第締切ります。）


· 講習のタイムスケジュール

	時　　間
	内　　容

	8：00～8：10（10分）
	オリエンテーション

	8：10～9：00（50分）
	関係法令

	9：10～10：00（50分）
	運転方法に関する知識

	10：10～11：00（50分）
	障害の知識及び利用者理解に関する講義

	11：10～12：00（50分）
	基礎的な接遇技術及び介助技術に関する講義（50/120分）

	12：00～12：50（50分）
	昼休み

	12：50～13：40（50分）
	基礎的な接遇技術及び介助技術に関する講義（50/120分）

	13：50～14：40（50分）

（セダン）
	福祉自動車以外の車を利用して行う福祉輸送における利用者理解及び乗降介助に関する講義

	14：50～15：30（40分）
	福祉自動車の特性に関する講義　（40/60分）

	15：35～15：55（20分）
	福祉自動車の特性に関する演習　（20/60分）

	16：00～16：20（20分）
	福祉自動車の運転方法に関する演習

	16：25～16：45（20分）
	基礎的な接遇技術及び介助技術に関する演習（50/120分）

	16：50～17：10（20分）

（セダン）
	福祉自動車以外の車を利用して行う福祉輸送における利用者理解及び乗降介助に関する演習

	17：20～18：10（50分）
	安全・安心な運行と緊急時の対応に関する講義

	18：10～18：20（10分）
	修了式


· 天候、講師等の都合により開始時間、科目の順序が変更する場合があります｡

